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成
否

二
六

ム
　
　
一
二
三七一六

二
六
商
法
研
究
会

一
二
三
刑
法
研
究
会

七一六

社
会
法
研
究
会

民
事
訴
訟
法
研
究
会

刑
事
訴
訟
法
研
究
会

：
。
．
二
一
〇
〇
　
二
五
六
商
法
研
究
会

一
〇
四

一
一
二

一
一
七

一
二
一

－
四
　
一
〇
一

一一〇
一　一一　ノ、

二
六
〇

二
六
八

二
七
三

二
七
七

刑
法
研
究
会

社
会
法
研
究
会

民
事
訴
訟
法
研
究
会

刑
事
訴
訟
法
研
究
会

九
八
九
商
法
研
究
会

九
九
四

九
九
九

一
一
五
七

労
働
法
研
究
会

民
事
訴
訟
法
研
究
会

商
法
研
究
会

－
五
二
五
二
六
一
刑
法
研
究
会

五



〔
労
働
法
〕
　
七
四
　
地
方
公
営
企
業
職
員
の
ピ
ケ
ヅ
テ
ィ
ン
グ
の
正
当
性
…
－
…
　
　
　
　
　
　
　
・
主

〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
〕
　
八
四
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
－
五

〔
最
高
裁
刑
訴
事
例
研
究
〕
　
四
八
…
…
－
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
－
五

〔
商
　
法
〕
　
一
〇
三
　
損
害
保
険
金
請
求
権
の
消
滅
時
効
起
算
点
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
－
六

〔
労
働
法
〕
　
七
五
　
残
業
拒
否
・
業
務
命
令
違
反
な
ど
を
理
由
と
す
る
出
勤
停
止
処
分
の
正
当
性
－
・
六

〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
〕
　
八
五
…
－
・
…
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
－
六

〔
商
　
法
〕
　
一
〇
四
　
会
社
解
散
請
求
の
要
件
た
る
「
已
ム
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
事
由
ヒ
　
　
　
　
　
・
－
七

〔
刑
　
法
〕
　
二
四
　
他
人
の
行
為
の
介
入
が
あ
つ
た
場
合
に
刑
法
上
の
因
果
関
係
が
否
定
さ
…
：
■
：
七

　
　
　
　
　
　
　
　
れ
た
事
例

〔
労
働
法
〕
　
七
六
　
末
端
職
制
と
不
当
労
働
行
為
の
主
体
…
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
七

〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
〕
　
八
六
－
…
…
・
－
…
－
七

〔
最
高
裁
刑
訴
事
例
研
究
〕
　
四
九
…
－
－
…
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
七

〔
商
　
法
〕
　
一
〇
五
　
商
法
二
九
三
条
の
五
に
法
定
す
る
計
算
書
類
附
属
明
細
書
謄
本
の
再
；
…
　
：
八

　
　
　
　
　
　
　
交
付
請
求
権
の
許
否

〔
刑
　
法
〕
　
二
五
　
姦
淫
の
手
段
で
あ
る
暴
行
に
よ
り
傷
害
を
負
わ
せ
た
場
合
と
強
姦
致
傷
…
：
　
：
八

　
　
　
　
　
　
　
　
罪
の
成
立

〔
労
働
法
〕
　
七
七
　
即
時
解
雇
の
意
思
表
示
と
予
備
的
予
告
解
雇
の
関
係
…
…
－
　
　
　
　
　
　
・
－
八

〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
〕
　
八
七
i
－
…
…
入

〔
最
高
裁
刑
訴
事
例
研
究
〕
　
五
〇
…
－
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
八

〔
商
法
〕
　
一
〇
六
　
会
社
役
員
の
退
職
慰
労
金
と
株
主
総
会
決
議
…
－
…
…
　
　
　
　
　
　
　
－
九

〔
刑
　
法
〕
　
二
六
　
深
夜
墓
碑
を
押
し
倒
し
た
行
為
が
刑
法
第
一
八
八
条
第
一
項
に
い
う
公
…
：

　
　
　
　
　
　
　
然
の
行
為
に
あ
た
る
と
さ
れ
た
事
例

〔
労
働
法
〕
　
七
八
　
ゼ
ッ
ケ
ン
着
用
と
就
労
拒
否
の
正
当
性
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
九

〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
〕
　
八
八
…
・
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
九

一一一一〇三二一
六二五〇六二五九

一
二
三

一
二
八

一
三
一

九
七

〇二一〇〇
九六一六三

－
九
　
一
一
六

一
二
〇

二
一
五

一
一
六
五

一
一
七
一

二
七
八

＝
一
二
ニ

コ
一
二
六

二
壬
二

一
四
六
四

一
四
六
八

一
四
七
五

一
四
八
〇

一
四
八
三

一
五
九
五

一
六
〇
一

一
六
〇
六

一
六
〇
九

一
六
二
四

一
七
五
五

一
七
六
二

七七
七六
一　 ノ、

六

社
会
法
研
究
会

民
事
訴
訟
法
研
究
会

刑
事
訴
訟
法
研
究
会

商
法
研
究
会

社
会
法
研
究
会

民
事
訴
訟
法
研
究
会

商
法
研
究
会

刑
法
研
究
会

社
会
法
研
究
会

民
事
訴
訟
法
研
究
会

刑
事
訴
訟
法
研
究
会

商
法
研
究
会

刑
法
研
究
会

社
会
法
研
究
会

民
事
訴
訟
法
研
究
会

刑
事
訴
訟
法
研
究
会

商
法
研
究
会

刑
法
研
究
会

社
会
法
研
究
会

民
事
訴
訟
法
研
究
会



〔
最
高
裁
刑
訴
事
例
研
究
〕
　
五
一
－
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
九

〔
商
　
法
〕
　
一
〇
七
　
手
形
行
為
と
商
法
二
三
条
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
乙
○

〔
刑
　
法
〕
　
二
七
　
一
、
刑
法
二
五
九
条
の
「
権
利
義
務
二
関
ス
ル
他
人
ノ
文
書
」
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
切
手
は
含
ま
れ
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
二
、
同
条
の
罪
が
成
立
す
る
た
め
に
は
文
書
を
有
形
的
に
穀
損
す
る
：
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
を
要
す
る
か

〔
労
働
法
〕
　
七
九
　
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
と
賃
金
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
一
〇

〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
〕
　
八
九
…
－
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
一
〇

〔
最
高
裁
刑
訴
事
例
研
究
〕
　
五
二
…
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
一
〇

〔
商
　
法
〕
　
一
〇
八
　
手
形
行
為
と
商
法
二
三
条
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
二

〔
刑
　
法
〕
　
二
八
　
一
、
牽
連
犯
を
構
成
す
る
二
罪
の
中
間
に
別
罪
の
確
定
裁
判
が
介
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
る
場
合
と
刑
法
五
四
条
の
適
用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
一
一

　
　
　
　
　
　
　
　
二
、
偽
造
運
転
免
許
証
の
携
帯
運
転
と
偽
造
公
文
書
行
使
罪
の
成
否

〔
労
働
法
〕
　
八
○
　
公
害
を
訴
え
る
ビ
ラ
の
配
付
と
そ
れ
を
理
由
と
す
る
組
合
三
役
の
懲
戒
解
雇
…
一
一

〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
〕
　
九
〇
…
・
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
一
一

〔
最
高
裁
刑
訴
事
例
研
究
〕
　
五
三
…
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
二

〔
商
　
法
〕
　
一
〇
九
…
…
小
切
手
用
紙
を
盗
取
さ
れ
た
場
合
と
公
示
催
告
申
立
権
の
有
無
…
　
　
　
・
二
一

〔
刑
　
法
〕
　
二
九
…
－
事
実
を
真
実
と
誤
信
し
た
こ
と
に
つ
き
相
当
の
理
由
が
あ
る
場
合
と
…
…
一
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
名
誉
殿
損
罪
の
成
否

〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
〕
　
九
一
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二

〔
最
高
裁
刑
訴
事
例
研
究
〕
　
五
四
…
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
二
一

一
三
七
　
一
七
八
三

　
九
一
　
一
八
九
三

：
一
〇
　
　
九
七
　
一
八
九
九

九二〇〇
二七五〇

一
九
〇
二

一
九
〇
七

一
九
二
九

二
〇
四
六

商刑
　事
法訴
研馨

究璽

ムム苫　云

刑
法
研
究
会

社
会
法
研
究
会

民
事
訴
訟
法
研
究
会

刑
事
訴
訟
法
研
究
会

商
法
研
究
会

九
六
二
〇
五
〇
刑
法
研
究
会

一
〇
二

一
〇
七

一
一
六

六
六

七
〇

七
七

九
六

二
〇
五
六

二
〇
六
一

二
〇
七
〇

二
一
六
〇

二
一
六
四

二
一
七
一

二
一
九
〇

社
会
法
研
究
会

民
事
訴
訟
法
研
究
会

刑
事
訴
訟
法
研
究
会

商
法
研
究
会

刑
法
研
究
会

民
事
訴
訟
法
研
究
会

刑
事
訴
訟
法
研
究
会

紹
介
と
批
評

G
・
ク
ラ
イ
ン
ハ
イ
ヤ
ー
著

　
『
近
代
法
の
発
展
に
お
け
る
刑
法
の
本
質
に
つ
い
て
』
・

山
　
　
一
四
〇

一
四
〇
　
　
宮
　
沢
　
浩

七



R
・
A
・
ダ
ー
ル
著

内
山
秀
夫
訳

　
『
民
主
主
義
理
論
の
基
礎
』
…
…

1
・
L
・
マ
ー
コ
ヴ
ィ
ッ
ツ
著

　
『
レ
オ
ポ
ル
ド
・
セ
ダ
ー
ル
・
サ
ン
ゴ
ー
ル
と
ネ
グ
リ
テ
ユ
ー
ド
の
政
治
』
－

W
・
ア
ル
マ
ソ
著
、
鈴
木
利
章
訳

　
『
中
世
に
お
け
る
個
人
と
社
会
』
…
・
・

ケ
ビ
ン
・
P
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
著

　
『
出
現
し
つ
つ
あ
る
多
数
派
と
し
て
の
共
和
党
』
…

今
宮
　
新
著

　
『
初
期
日
独
通
交
史
の
研
究
』
－
…

R
・
M
・
ス
キ
ャ
モ
ン
、
B
・
」
・
ワ
ッ
テ
ソ
バ
ー
グ
共
著

　
『
真
の
多
数
派
』
－
…
…
…

蒋
　
永
敬
著

　
『
ボ
ロ
デ
ィ
ン
と
武
漢
政
権
』
…
－

秋
元
律
郎
著

　
『
現
代
都
市
の
権
力
構
造
』
…
…
－

中
村
菊
男
編

　
『
日
本
に
お
け
る
政
党
と
政
治
意
識
』
…
・

ア
！
ヴ
ィ
ン
グ
・
ハ
ウ
編
著

　
『
ニ
ュ
ー
・
レ
フ
ト
の
彼
方
に
』
・
－

宮
崎
俊
行
著

　
『
現
代
日
本
農
業
法
学
の
課
題
』
…

A
・
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ヤ
ー
著

　
『
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
マ
ル
ク
ー
ゼ
ー
そ
の
思
想
の
解
明
と
論
争
』
：
：

M
・
サ
ー
キ
ン
、
A
・
ウ
ォ
ル
フ
編

　
『
政
治
学
の
終
焉
』
…
－
…
…

入入七七六六孟五内四二二乙
三三四三四三四三四三ニニ四七三〇六一二七六六二八五五
六、六　四　四　三　三　一　一　〇　〇　二　二　一

三三九八四三九八三二八八四五一二八七八三二四〇四一五 八

秋
　
元
　
律
　
郎

小
　
田
　
英
　
郎

鷲
見
誠
　
一

柴
田
平
三
郎

太
田
俊
太
郎

池
井
　
　
　
優

太
田
俊
太
郎

根奈黒奈小内山
岸良木良平山田
　和三和　 秀辰

毅重郎重修夫雄



W
ニ
フ
カ
ー
著

　
『
革
命
の
教
訓
』
…
…

　
　
ー
ソ
ビ
エ
ト
史
論
ー

P
・
F
・
ラ
ン
ガ
i
、
J
・
J
・
ザ
ス
ロ
フ
共
著

　
『
北
ベ
ト
ナ
ム
と
パ
テ
ト
・
ラ
オ
』
－
…
…

　
　
ー
ラ
オ
ス
内
戦
の
協
力
者
達
l

W
・
A
・
E
・
ス
カ
ー
ニ
ッ
ク
編

　
『
ア
フ
リ
カ
の
政
治
思
想
』
…
－
…

　
　
ー
ル
ム
ン
バ
、
エ
ン
ク
ル
マ
、
ト
ゥ
ー
レ
i

P
・
・
ウ
著

　
『
イ
ギ
リ
ス
と
日
本
ー
一
九
一
一
～
一
九
一
五
ー
イ
ギ
リ
ス
極
東
政
策
の
研
究
』
－
…
－

A
・
キ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
著

　
『
ア
メ
ラ
シ
ア
・
ペ
イ
パ
ー
i
中
国
情
勢
破
局
の
端
緒
ー
ヘ
の
序
文
』

」
・
S
・
サ
ー
ヴ
ィ
ス
著

　
『
ア
メ
ラ
シ
ア
・
ペ
イ
パ
ー
i
米
中
関
係
史
の
諸
問
題
』

F
・
グ
リ
ー
ソ
シ
ュ
タ
イ
ソ
著

　
『
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
と
政
治
』
…

中
村
義
知
著

　
『
現
代
の
政
治
』
…
－
：
：

　
　
1
そ
の
論
理
と
構
造
ー

W
・
ガ
ム
ソ
ン
著

　
『
権
力
と
不
満
』
…
・
・

R
・
T
・
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
著

　
『
新
し
い
マ
ル
ク
ス
主
義
ー
一
九
五
六
年
以
降
の
ソ
ヴ
ェ
ト
お
よ
び
東
欧
の
マ
ル
ク
ス
主
義

イ
ル
マ
ー
・
タ
ソ
メ
ロ
著
、
平
良
・
吉
野
一
訳

　
『
法
論
理
学
の
原
理
と
方
法
』
…
…

松
本
三
郎
著

　
『
中
国
外
交
と
東
南
ア
ジ
ア
』
…

－
九

一
四
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一
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八
九
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沢
精
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四
五
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五
一
　
一
七
九
七

郎

小
田
英
郎

二
〇
一
三
一
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三
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井
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〇
八
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二
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五

二
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二
二
〇
四
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秀

夫真

平大奈霜
松出良野
茂　和寿
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